
薬 第 １ ０ ２ ５ 号  

令和２年１０月２８日  

 

各関係団体の長  様 

 

千葉県健康福祉部薬務課長  

（公印省略）  

 

「新型コロナウイルス感染拡大防止のための皆さまへのお願い」について（通知） 

 

 日頃、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に御協力いただきありがとうございます。 

 県では、季節の行事※においては、適切な人と人との距離の確保を促す主催者が存在しな

いことにより、感染リスクが高まる場合も想定されることから、別添のとおり報道発表  

いたしました。 

つきましては、報道発表資料の内容について、貴団体の会員に対して速やかに周知いた

だきますようお願いします。 

また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの事務連絡を踏まえ、貴団体

が主催又は所管施設において行われる季節の行事により、不特定多数の人が密集する可能

性のある場合には、当該場所での密集が極力発生しないよう、雑踏警備や行動管理に関  

する周知文書の掲示など、適切な対応について御検討いただきますようお願いいたします。 

 引き続き、感染拡大防止対策に御理解・御協力をお願いします。 

 

※ 「季節の行事」とは、催物の主催者が存在しない中で、多数の人が集まる 

ケースが多い、ハロウィンやクリスマス、大晦日、初日の出等を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

（連絡先）千葉県健康福祉部薬務課企画指導班 

 TEL 043-223-2614 FAX 043-227-5393 

 



 

 

                                                   

  

 

 
新型コロナウイルス感染拡大防止のための 
季節の行事に関する皆さまへのお願い 
 

季節の行事※においては、適切な人と人との距離の確保を促す主催者が存在

しないことなどにより、感染リスクが高まる場合も想定されますので、以下の

点に御留意ください。 

感染拡大の防止と、社会経済活動の両立を目指し、感染防止対策に一層の 

御理解・御協力をお願いします。 

 

※ 「季節の行事」とは、催物の主催者が存在しない中で、多数の人が集まるケースが 

多い、ハロウィンやクリスマス、大晦日、初日の出等を想定しています。 

 

 

○ 季節の行事に参加される場合には、基本的な感染防止策を徹底して 

ください。また、基本的な感染防止策が徹底されていない季節の行事への

参加は控えるとともに、特に、自然発生的に不特定多数の人が密集し、 

かつ、大声等の発生を伴う行事、パーティ―等への参加は控えましょう。 

 

○ 主催者がいる場合には、当該行事の主催又は参加に当たっては、適切な

人と人との距離の確保、手指消毒、マスクの着用、大声での会話の自粛 

など、適切な感染防止策を徹底してください。 

 

○ 街頭や飲食店での大量または長時間・深夜にわたる飲酒や、飲酒しての

季節の行事への参加は、なるべく控えてください。 

 

○ 必要に応じて、家族同士で自宅で過ごす、オンラインのイベントに参加

するなどの新しい季節の行事の楽しみ方をご検討ください。  

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 
 令和２年１０月２７日

      千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部 
TEL０４３－２２３－２６３０ 
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事 務 連 絡 
令和２年１０月２６日 

各都道府県知事 殿 

各府省庁担当課室 各位 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 

催物の主催者が存在しない行事における感染防止策の徹底について 

 

１０月末のハロウィンを含め、催物の主催者が存在しない中で、多数

の人が集まるケースが多い季節の行事（以下、「季節の行事」という。）に

おいては、適切な対人距離の確保等を管理する主催者が存在しない等の

理由から、安全な行事開催ができなくなる場合も想定される。こうした

季節の行事としては、他にクリスマス、大晦日、初日の出等が考えられ

る。 

各都道府県、関係府省庁等においては、季節の行事により、主催者・

施設管理者がいない場所（公道など）で、不特定多数の人が密集する可

能性のある場合には、当該場所での密集が極力発生しないよう、適切な

雑踏警備等を検討するとともに、適切な行動管理が難しいと判断する場

合には自粛等の呼びかけを検討されたい。 

また、各都道府県、関係府省庁等においては、季節の行事が安全に開催

できるよう、必要に応じ、関係各所に対し、感染防止策の主な留意点とし

て、下記のとおり周知されたい。 

 参加される場合には基本的な感染防止策を徹底すること。また、基本

的な感染防止策が徹底されていない季節の行事への参加は控えると

ともに、特に、自然発生的に不特定多数の人が密集し、かつ、大声等

の発生を伴う行事、パーティー等への参加は控えること。 

 主催者がいる場合には、当該行事の主催又は参加に当たっては、適切

な対人距離の確保、手指消毒、マスクの着用、大声での会話の自粛な

ど、適切な感染防止策を徹底すること。 

 街頭や飲食店での大量または長時間・深夜にわたる飲酒や、飲酒して

の季節の行事への参加は、なるべく控えること。 

 必要に応じて、家族同士で自宅で過ごす、オンラインのイベントに参

加するなどの新しい季節の行事の楽しみ方を検討すること。 

以上 
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（照会先） 

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 企画第１担当  松田・植田・石田・麻田・井上・寺井 

           直通  03（6257）3085 

 




